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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．平成17年度及び平成18年度中間会計期間は、中間連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。また、平成

17年度は、連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。 

４．連結自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づき算出しております。なお、

当行は国内基準を採用しております。 

  

(2) 当行の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

  
平成16年度 
中間連結 
会計期間 

平成17年度
中間連結 
会計期間 

平成18年度
中間連結 
会計期間 

平成16年度 平成17年度 

  

(自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日) 

(自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日)

(自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日)

(自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日) 

(自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日)

連結経常収益 百万円 4,955 ― ― 9,688 ― 

連結経常利益 百万円 876 ― ― 1,175 ― 

連結中間純利益 百万円 499 ― ― ― ― 

連結当期純利益 百万円 ― ― ― 626 ― 

連結純資産額 百万円 19,278 ― ― 19,983 ― 

連結総資産額 百万円 378,671 ― ― 380,540 ― 

１株当たり純資産額 円 706.09 ― ― 731.75 ― 

１株当たり中間純利益 円 18.27 ― ― ― ― 

１株当たり当期純利益 円 ― ― ― 22.42 ― 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

円 ― ― ― ― ―

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

円 ― ― ― ― ―

連結自己資本比率 
(国内基準) 

％ 8.68 ― ― 8.56 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 16,397 ― ― 18,693 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △9,374 ― ― △4,667 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △71 ― ― △146 ―

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 

百万円 14,268 ― ― ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

百万円 ― ― ― 21,193 ―

従業員数 
[外、平均臨時従業員数] 

人 
500 
[45]

―
[―]

―
[―]

484 
[48]

―
[―]



(注) １．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２．当行は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載はしておりません。 

３．純資産額および総資産額の算定にあたり、平成18年９月から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を

適用しております。 

４．１株当たり純資産額は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)が改正さ

れたことに伴い、平成18年９月から繰延ヘッジ損益を含めて算出しております。 

５．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。 

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期 

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成17年３月 平成18年３月 

経常収益 百万円 4,955 5,032 4,910 9,687 10,440 

経常利益 百万円 878 499 853 1,182 1,047 

中間純利益 百万円 499 304 641 ― ― 

当期純利益 百万円 ― ― ― 633 639 

持分法を適用した場合 
の投資利益 

百万円 ― ― ― ― ―

資本金 百万円 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

発行済株式総数 千株 27,371 27,371 27,371 27,371 27,371 

純資産額 百万円 19,272 20,740 21,486 19,983 21,497 

総資産額 百万円 378,679 401,452 391,383 380,548 392,029 

預金残高 百万円 352,345 365,426 360,482 353,638 362,610 

貸出金残高 百万円 278,329 284,071 287,909 281,117 287,571 

有価証券残高 百万円 68,329 68,334 70,601 64,654 70,844 

１株当たり純資産額 円 ― 760.18 787.86 731.75 787.45 

１株当たり中間純利益 円 ― 11.16 23.50 ― ― 

１株当たり当期純利益 円 ― ― ― 22.68 22.90 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

円 ― ― ― ― ―

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

円 ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 円 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 

単体自己資本比率 
(国内基準) 

％ 8.68 8.67 9.21 8.56 8.88

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 ― △11,794 △12,599 ― 4,942

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 ― △2,761 △1,244 ― △3,754

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 ― △70 △73 ― △139

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 

百万円 ― 6,563 8,319 ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

百万円 ― ― ― ― 22,238

従業員数 
[外、平均臨時従業員数] 

人 
487 
[37]

492
[42]

495
[39]

472 
[42]

470
[42]



６．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、２「(１)中間財務諸表」の「１株当たり情報」に記載して

おります。 

７．自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づき算出しております。なお、当行

は国内基準を採用しております。 

８．キャッシュ・フロー計算書は、第85期中間会計期間より単体にて作成しているため、第84期以前の営業活動によるキャッ

シュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の中間

期末残高及び期末残高は記載しておりません。 

９．従業員数については、就業人員数を表示しております。 

    

  

２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当行は、該当する会社はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

 (1) 当行の従業員数 

平成18年９月30日現在 

(注) １．従業員数は、嘱託及び臨時従業員78人を含んでおりません。 

２．臨時従業員数は、[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

３．当行の従業員組合は、福岡中央銀行従業員組合と称し、組合員数は412人であります。 

労使間においては特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 
495
[39]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

  

・業績 

［金融経済環境］ 

当中間会計期間におけるわが国の景気は、輸出は増加を続け、企業収益が高水準で推移する中、設備投資も引き続

き増加しております。また、雇用者所得の緩やかな増加を受け個人消費は増加基調にあり、住宅投資、生産も増加を

続けるなど、景気は緩やかに拡大しております。 

先行きにつきましても、輸出は海外経済の拡大を背景に、増加を続けていくとみられ、国内民間需要及び生産も増

加基調をたどるものと予想され、景気は緩やかな拡大を続けるとみられます。 

金融情勢につきましては、日本銀行は平成１８年３月に量的金融緩和政策を、平成１８年７月にゼロ金利政策を解

除して、デフレ進行による景気底割れ回避のために実施した異例の政策から脱却し、金融政策の正常化に踏み出しま

した。今後、景気の緩やかな拡大を背景に、市場金利も上昇していくものと予想されます。 

［営業の経過及び成果］ 

業容面では、預金及び譲渡性預金は前年同期比３８億３６百万円減少し、９月末残高は３，６３７億８８百万円と

なりました。貸出金は地元中小企業及び個人のお取引先の資金需要にお応えした結果、前年同期比３８億３８百万円

増加し、９月末残高は２，８７９億９百万円となりました。有価証券は前年同期比２２億６７百万円増加し、９月末

残高は７０６億１百万円となりました。 

損益面では、資金運用収益の増加やその他経常費用の減少等により、経常利益は前年同期比３億５４百万円増加し

て８億５３百万円となり、中間純利益も前年同期比３億３７百万円増加して６億４１百万円となりました。 

なお、自己資本比率（国内基準）については、前年同期比０．５４％上昇の９．２１％となっております。 

営業面では、お客様の資金運用ニーズに応えるべく、平成１８年６月より８ヵ店で証券投資信託の窓口販売を開始

し、７月には取扱いを全店に拡大いたしました。９月末までの販売額は１２億円となり、順調に推移しております。 



  

・キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に営業活動によるキャッシュ・フロ

ーのマイナスにより１３９億１８百万円減少し、当中間期末残高は、８３億１９百万円となりました。 

  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動における資金は、１２５億９９百万円のマイナスとなりました。 

 これは主に、コールローン等の純増等によるもので、前年同期比８億５百万円減少しました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動における資金は、１２億４４百万円のマイナスとなりました。 

これは主に、有価証券の取得による支出等によるもので、前年同期比１５億１７百万円増加しました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、７３百万円のマイナスとなりました。 

これは主に、配当金支払等によるもので、前年同期比３百万円減少しました。 

  



(1) 国内業務部門・国際業務部門別収支 

(業績説明) 

国内業務部門では、資金運用収支は4,202百万円、役務取引等収支は2百万円、その他業務収支は0百万円となり、

国際業務部門では、資金運用収支は115百万円、役務取引等収支は1百万円、その他業務収支は4百万円となりまし

た。 

合計では、資金運用収支は4,317百万円、役務取引等収支は4百万円、その他業務収支は4百万円となりました。 

  

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。 

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前中間会計期間０百万円、当中間会計期間―百万円)を控除して表示しておりま

す。 

３．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息でありま

す。 

  

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

資金運用収支 
前中間会計期間 4,059 110 4,169 

当中間会計期間 4,202 115 4,317 

うち資金運用収益 
前中間会計期間 4,237 114

3
4,348 

当中間会計期間 4,354 119 
3

4,470 

うち資金調達費用 
前中間会計期間 177 4

3
178 

当中間会計期間 152 4 
3
153 

役務取引等収支 
前中間会計期間 △11 2 △8 

当中間会計期間 2 1 4 

うち役務取引等収益 
前中間会計期間 344 7 351 

当中間会計期間 368 5 373 

うち役務取引等費用 
前中間会計期間 355 4 360 

当中間会計期間 366 3 369 

その他業務収支 
前中間会計期間 △1 6 5 

当中間会計期間 0 4 4 

うちその他業務収益 
前中間会計期間 0 6 7 

当中間会計期間 0 4 4 

うちその他業務費用 
前中間会計期間 1 ― 1 

当中間会計期間 ― ― ― 



(2) 国内業務部門・国際業務部門別資金運用／調達の状況 

(業績説明) 

資金運用利回りは2.43％、資金調達利回りは0.08％となりました。 

① 国内業務部門 

  

(注) １．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間2,184百万円、当中間会計期間627百万円)を、資金調達勘定は金

銭の信託運用見合額の平均残高(前中間会計期間150百万円、当中間会計期間―百万円)及び利息(前中間会計期間０百万円、

当中間会計期間―百万円）を、それぞれ控除して表示しております。 

２．( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。 

  

種類 期別 
平均残高 利息 利回り 

金額(百万円) 金額(百万円) (％) 

資金運用勘定 

前中間会計期間 
(5,479)
367,120 

(3)
4,237 

2.30

当中間会計期間 
(5,228)
366,374 

(3)
4,354 

2.37

うち貸出金 
前中間会計期間 279,050 3,885 2.77 

当中間会計期間 284,065 3,915 2.74 

うち商品有価証券 
前中間会計期間 276 0 0.16 

当中間会計期間 208 0 0.20 

うち有価証券 
前中間会計期間 58,593 341 1.16 

当中間会計期間 62,066 424 1.36 

うちコールローン及び 
買入手形 

前中間会計期間 19,873 0 0.00 

当中間会計期間 12,383 2 0.03 

うち債券貸借取引 
支払保証金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち預け金 
前中間会計期間 3,587 4 0.25 

当中間会計期間 2,242 8 0.75 

資金調達勘定 
前中間会計期間 360,983 177 0.09 

当中間会計期間 357,614 152 0.08 

うち預金 
前中間会計期間 355,459 177 0.09 

当中間会計期間 354,527 151 0.08 

うち譲渡性預金 
前中間会計期間 1,535 0 0.02 

当中間会計期間 3,079 0 0.05 

うちコールマネー及び 
売渡手形 

前中間会計期間 4,131 0 0.00 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち債券貸借取引 
受入担保金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うちコマーシャル・ 
ペーパー 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち借用金 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 



② 国際業務部門 

  

(注) １．( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。 

２．国際業務部門の当行国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引

に適用する方式)により算出しております。 

  

種類 期別 
平均残高 利息 利回り 

金額(百万円) 金額(百万円) (％) 

資金運用勘定 
前中間会計期間 5,551 114 4.12 

当中間会計期間 5,278 119 4.51 

うち貸出金 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち商品有価証券 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち有価証券 
前中間会計期間 5,407 113 4.17 

当中間会計期間 5,185 118 4.54 

うちコールローン及び 
買入手形 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち債券貸借取引 
支払保証金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち預け金 
前中間会計期間 57 0 2.89 

当中間会計期間 27 0 4.68 

資金調達勘定 
前中間会計期間 

(5,479)
5,574 

(3)
4 

0.17

当中間会計期間 
(5,228)
5,306 

(3)
4 

0.16

うち預金 
前中間会計期間 94 0 1.43 

当中間会計期間 77 1 2.92 

うち譲渡性預金 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うちコールマネー及び 
売渡手形 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち債券貸借取引 
受入担保金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うちコマーシャル・ 
ペーパー 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち借用金 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 



③ 合計 

  

(注) １．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間2,184百万円、当中間会計期間627百万円)を、資金調達勘定は金

銭の信託運用見合額の平均残高(前中間会計期間150百万円、当中間会計期間―百万円)及び利息(前中間会計期間０百万円、

当中間会計期間―百万円)を、それぞれ控除して表示しております。 

２．国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。 

  

種類 期別 
平均残高 利息 利回り 

金額(百万円) 金額(百万円) (％) 

資金運用勘定 
前中間会計期間 367,192 4,348 2.36 

当中間会計期間 366,423 4,470 2.43 

うち貸出金 
前中間会計期間 279,050 3,885 2.77 

当中間会計期間 284,065 3,915 2.74 

うち商品有価証券 
前中間会計期間 276 0 0.16 

当中間会計期間 208 0 0.20 

うち有価証券 
前中間会計期間 64,001 454 1.41 

当中間会計期間 67,251 542 1.60 

うちコールローン及び 
買入手形 

前中間会計期間 19,873 0 0.00 

当中間会計期間 12,383 2 0.03 

うち債券貸借取引 
支払保証金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち預け金 
前中間会計期間 3,645 5 0.29 

当中間会計期間 2,270 9 0.79 

資金調達勘定 
前中間会計期間 361,079 178 0.09 

当中間会計期間 357,692 153 0.08 

うち預金 
前中間会計期間 355,554 177 0.09 

当中間会計期間 354,604 152 0.08 

うち譲渡性預金 
前中間会計期間 1,535 0 0.02 

当中間会計期間 3,079 0 0.05 

うちコールマネー及び 
売渡手形 

前中間会計期間 4,131 0 0.00 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち債券貸借取引 
受入担保金 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うちコマーシャル・ 
ペーパー 

前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 

うち借用金 
前中間会計期間 ― ― ― 

当中間会計期間 ― ― ― 



(3) 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況 

(業績説明) 

役務取引等収益は、373百万円となりました。 

役務取引等費用は、369百万円となりました。 

  

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。 

  

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

役務取引等収益 

前中間会計期間 344 7 351 

当中間会計期間 368 5 373 

うち預金・貸出業務 

前中間会計期間 47 ― 47 

当中間会計期間 49 ― 49 

うち為替業務 

前中間会計期間 187 7 194 

当中間会計期間 191 5 197 

うち証券関連業務 

前中間会計期間 5 ― 5 

当中間会計期間 35 ― 35 

うち代理業務 

前中間会計期間 20 ― 20 

当中間会計期間 18 ― 18 

うち保護預り・ 
貸金庫業務 

前中間会計期間 20 ― 20 

当中間会計期間 20 ― 20 

うち保証業務 

前中間会計期間 0 ― 0 

当中間会計期間 0 ― 0 

役務取引等費用 

前中間会計期間 355 4 360 

当中間会計期間 366 3 369 

うち為替業務 

前中間会計期間 40 4 45 

当中間会計期間 42 3 46 



(4) 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

(注) １．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

  

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

預金合計 

前中間会計期間 365,358 68 365,426 

当中間会計期間 360,422 60 360,482 

うち流動性預金 

前中間会計期間 115,484 32 115,517 

当中間会計期間 121,260 24 121,284 

うち定期性預金 

前中間会計期間 247,660 35 247,695 

当中間会計期間 237,729 36 237,766 

うちその他 

前中間会計期間 2,213 ― 2,213 

当中間会計期間 1,431 ― 1,431 

譲渡性預金 

前中間会計期間 2,197 ― 2,197 

当中間会計期間 3,305 ― 3,305 

総合計 

前中間会計期間 367,556 68 367,624 

当中間会計期間 363,727 60 363,788 



(5) 国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況 

① 業種別貸出状況(残高・構成比) 

  

(注) 国内業務部門は国内店の円建取引であります。国際業務部門は国内店の外貨建取引で、該当はありません。 

  

② 外国政府等向け債権残高(国別) 

該当ありません。 

  

業種別 
平成17年９月30日 平成18年９月30日 

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％) 

国内業務部門 284,071 100.00 287,909 100.00 

製造業 19,803 6.97 20,268 7.04 

農業 267 0.09 230 0.08 

林業 0 0.00 0 0.00 

漁業 30 0.01 59 0.02 

鉱業 998 0.35 1,000 0.35 

建設業 29,346 10.33 32,204 11.19 

電気・ガス・熱供給・水道業 2,000 0.70 ― ― 

情報通信業 1,147 0.40 1,310 0.46 

運輸業 8,380 2.95 8,531 2.96 

卸売・小売業 28,765 10.13 30,786 10.69 

金融・保険業 19,523 6.87 20,373 7.08 

不動産業 44,160 15.55 40,139 13.94 

各種サービス業 42,825 15.08 41,395 14.38 

地方公共団体 9,047 3.19 11,502 3.99 

その他 77,773 27.38 80,107 27.82 

国際業務部門 ― ― ― ― 

製造業 ― ― ― ― 

農業 ― ― ― ― 

林業 ― ― ― ― 

漁業 ― ― ― ― 

鉱業 ― ― ― ― 

建設業 ― ― ― ― 

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― 

情報通信業 ― ― ― ― 

運輸業 ― ― ― ― 

卸売・小売業 ― ― ― ― 

金融・保険業 ― ― ― ― 

不動産業 ― ― ― ― 

各種サービス業 ― ― ― ― 

地方公共団体 ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 

合計 284,071 100.00 287,909 100.00 



(6) 国内業務部門・国際業務部門別有価証券の状況 

○ 有価証券残高(末残) 

  

(注) １．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。 

    ２．「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。 

  

次へ 

種類 期別 
国内業務部門 国際業務部門 合計 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

国債 

前中間会計期間 24,324 ― 24,324 

当中間会計期間 24,185 ― 24,185 

地方債 

前中間会計期間 10,494 ― 10,494 

当中間会計期間 12,928 ― 12,928 

社債 

前中間会計期間 13,289 ― 13,289 

当中間会計期間 11,863 ― 11,863 

株式 

前中間会計期間 11,211 ― 11,211 

当中間会計期間 13,154 ― 13,154 

その他の証券 

前中間会計期間 3,611 5,402 9,014 

当中間会計期間 3,369 5,099 8,469 

合計 

前中間会計期間 62,931 5,402 68,334 

当中間会計期間 65,502 5,099 70,601 



（単体情報） 

  

(参考) 

当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。 

  

１．損益の概要(単体) 

  

(注) １．業務粗利益＝(資金運用収支＋金銭の信託運用見合費用)＋役務取引等収支＋その他業務収支 

２．業務純益＝業務粗利益－経費(除く臨時処理分)－一般貸倒引当金繰入額 

３．「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上さ

れているため、業務費用から控除しているものであります。 

４．臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び

退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。 

５．債券関係損益＝国債等債券売却益(＋国債等債券償還益)－国債等債券売却損(－国債等債券償還損)－国債等債券償却 

６．株式関係損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却 

  
前中間会計期間
(百万円)(Ａ) 

当中間会計期間
(百万円)(Ｂ) 

増減(百万円) 
(Ｂ)－(Ａ) 

業務粗利益 4,166 4,325 159 

経費(除く臨時処理分) 3,057 3,092 35 

人件費 1,826 1,900 74 

物件費 1,068 1,037 △31 

税金 161 154 △7 

業務純益(一般貸倒引当金繰入前) 1,108 1,232 124 

一般貸倒引当金繰入額 137 ― △137 

業務純益 971 1,232 261 

うち債券関係損益 △1 ― 1 

臨時損益 △472 △379 93 

株式関係損益 170 △363 △533 

不良債権処理損失 518 23 △495 

貸出金償却 0 0 0 

個別貸倒引当金純繰入額 444 ― △444 

その他の債権売却損等 73 23 △50 

その他臨時損益 △124 7 131 

経常利益 499 853 354 

特別損益 △16 116 132 

うち固定資産処分損益 △6 △35 △29 

うち貸倒引当金取崩額 ― 151 151 

  うち減損損失 14 ― △14 

税引前中間純利益 482 969 487 

法人税、住民税及び事業税 269 340 71 

法人税等還付金 ― △275 △275 

法人税等調整額 △91 264 355 

中間純利益 304 641 337 



  

２．利鞘(国内業務部門)(単体) 

  

(注) １．「国内業務部門」とは本邦店の円建諸取引であります。 

２．有価証券利回には商品有価証券利回を含んでおりません。 

３．「外部負債」＝コールマネー＋売渡手形＋借用金 

  

３．ＲＯＥ(単体) 

  

  

４．預金・貸出金の状況(単体) 

(1) 預金・貸出金の残高 

  

(注)  預金には譲渡性預金を含んでおりません。 

  

(2) 個人・法人別預金残高(国内) 

  

(注)  預金には譲渡性預金を含んでおりません。 

  
前中間会計期間
(％)(Ａ) 

当中間会計期間
(％)(Ｂ) 

増減(％) 
(Ｂ)－(Ａ) 

(1) 資金運用利回 ① 2.30 2.37 0.07 

(イ)貸出金利回   2.77 2.74 △0.03 

(ロ)有価証券利回   1.16 1.36 0.20 

(2) 資金調達原価 ② 1.76 1.79 0.03 

(イ)預金等利回   0.09 0.08 △0.01 

(ロ)外部負債利回   0.00 ― ― 

(3) 総資金利鞘 ①－② 0.54 0.58 0.04 

  
前中間会計期間
(％)(Ａ) 

当中間会計期間
(％)(Ｂ) 

増減(％) 
(Ｂ)－(Ａ) 

業務純益ベース 
(一般貸倒引当金繰入前) 

10.85 11.44 0.59

業務純益ベース 9.51 11.44 1.93 

中間純利益ベース 2.98 5.94 2.96 

  
前中間会計期間
(百万円)(Ａ) 

当中間会計期間
(百万円)(Ｂ) 

増減(百万円) 
(Ｂ)－(Ａ) 

預金(末残) 365,426 360,482 △4,944 

預金(平残) 355,554 354,604 △950 

貸出金(末残） 284,071 287,909 3,838 

貸出金(平残) 279,050 284,065 5,015 

  
前中間会計期間
(百万円)(Ａ) 

当中間会計期間
(百万円)(Ｂ) 

増減(百万円) 
(Ｂ)－(Ａ) 

個人 277,402 268,220 △9,182 

法人 75,579 78,504 2,925 

合計 352,982 346,725 △6,257 



  

(3) 消費者ローン残高 

  

  

(4) 中小企業等貸出金 

  

(注) 中小企業等とは、資本金３億円(ただし、卸売業は１億円、小売業、サービス業は５千万円)以下の会社又は常用する従業員

が300人(ただし、卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人)以下の会社及び個人であります。 

  

５．債務の保証(支払承諾)の状況(単体) 

○ 支払承諾の残高内訳 

  

  

次へ 

  
前中間会計期間
(百万円)(Ａ) 

当中間会計期間
(百万円)(Ｂ) 

増減(百万円) 
(Ｂ)－(Ａ) 

消費者ローン残高 53,145 54,470 1,325 

住宅ローン残高 31,703 33,021 1,318 

その他ローン残高 21,441 21,448 7 

    
前中間会計期間

(Ａ) 
当中間会計期間

(Ｂ) 
増減 

(Ｂ)－(Ａ) 

中小企業等貸出金残高 ① 百万円 263,349 265,680 2,331 

総貸出金残高 ② 百万円 284,071 287,909 3,838 

中小企業等貸出金比率 ①／② ％ 92.70 92.27 △0.43 

中小企業等貸出先件数 ③ 件 29,556 29,597 41 

総貸出先件数 ④ 件 29,584 29,628 44 

中小企業等貸出先件数比率 ③／④ ％ 99.90 99.89 △0.01 

種類 
前中間会計期間 当中間会計期間 

口数(件) 金額(百万円) 口数(件) 金額(百万円) 

手形引受 ― ― ― ― 

信用状 16 81 14 62 

保証 79 734 73 492 

計 95 815 87 554 



（自己資本比率の状況） 
  
(参考) 

自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成５年大蔵省告示第55号。以

下、「告示」という)に定められた算式に基づき、算出しております。 

なお、当行は、国内基準を適用しております。 
  
単体自己資本比率(国内基準) 

  

(注) １．告示第30条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等

(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。 

２．告示第31条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。 

項目 
平成17年９月30日 平成18年９月30日 

金額(百万円) 金額(百万円) 

基本的項目 

資本金   2,500 2,500 

うち非累積的永久優先株   ― ― 

新株式申込証拠金   ― ― 

資本準備金   1,203 1,203 

その他資本剰余金   ― ― 

利益準備金   1,396 1,396 

その他利益剰余金   ― 10,496 

任意積立金   9,076 ― 

中間未処分利益   493 ― 

その他   ― ― 

自己株式(△)   △43 △49 

自己株式申込証拠金   ― ― 

社外流出予定額(△)   ― △68 

その他有価証券の評価差損(△)   ― ― 

新株予約権   ― ― 

営業権相当額(△)    ― ― 

のれん相当額(△)   ― ― 

企業結合により計上される無形固定資産相当額(△) ― ― 

繰延税金資産の控除前の[基本的項目]計
（上記各項目の合計額） 

 ― ―

繰延税金資産の控除金額(△)   ― ― 

計 (Ａ) 14,626 15,479 

うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券(注１) ― ―

補完的項目 

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の
差額の45％相当額 

 2,962 2,936

一般貸倒引当金   1,184 1,332 

負債性資本調達手段等   ― ― 

うち永久劣後債務(注２)   ― ― 

  うち期限付劣後債務および期限付優先株(注３) ― ― 

計   4,146 4,269 

うち自己資本への算入額 (Ｂ) 4,146 4,269 

控除項目 控除項目(注４) (Ｃ) 50 100 

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 18,722 19,648 

リスク・ 
アセット等 

資産(オン・バランス)項目   215,074 212,759 

オフ・バランス取引項目   746 505 

計 (Ｅ) 215,821 213,265 

単体自己資本比率(国内基準)＝Ｄ/Ｅ×100(％)   8.67 9.21 



 (1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること 

 (2) 一定の場合を除き、償還されないものであること 

 (3) 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること 

 (4) 利払い義務の延期が認められるものであること 

３．告示第31条第１項第４号及び第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年

を超えるものに限られております。 

４．告示第32条第１項に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額であります。 

  



（資産の査定） 

  

(参考) 

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第６条に基づき、当行の中

間貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並び

に中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸

借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものでありま

す。 

  

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。 

  

２．危険債権 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。 

  

３．要管理債権 

要管理債権とは、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。 

  

４．正常債権 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外

のものに区分される債権をいう。 

  

資産の査定の額 

  

  

前へ     

 債権の区分 

平成17年９月30日 平成18年９月30日 

金額(億円) 金額(億円) 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 33 50 

危険債権 61 42 

要管理債権 33 45 

正常債権 2,724 2,750 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりま

せん。 

  

３ 【対処すべき課題】 

本年の通常国会で金融商品取引法が成立し、金融取引における利用者保護の徹底の要請が高まっているほか、日本

銀行におけるゼロ金利政策の解除や平成１９年３月期からの新しい自己資本比率規制（バーゼルⅡ）の実施など、金

融機関を取り巻く状況は刻々と変化しております。また、規制緩和の進展にともない金融商品や金融サービスを巡る

競争が一段と激しくなるなど厳しい金融環境のなか、平成１８年５月の会社法の施行によりコーポレートガバナンス

の更なる充実も求められております。 

当行は、金融庁が公表した「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」をうけて策定した

「地域密着型金融推進計画（平成１７～１８年度）」および平成１８年度を最終年度とする「新中期経営計画」の諸

施策を着実に遂行することにより、地域の中小企業及び個人の皆様にとってなくてはならない「この街でごいっしょ

に」の地域金融機関として、役職員一致協力して地域貢献を果たしてまいる所存であります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当ありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当ありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。 

また、当中間会計期間中に、新たに確定した重要な設備の新築、増改築等の計画は次のとおりであります。 

  

  （注）１．上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。 

     ２．事務機械等の主なものは、平成19年3月までに購入予定であります。 

  

店舗名 
その他 

所在地 区分 設備の内容

投資予定金額
（百万円） 

資金調達
方法 

着手年月 
完了予定
年月 

総額 既支払額

本店ほか 
各支店 

福岡市中央区 
ほか 

新設 事務機械等 15 0
自己資金
による 

平成18年 
10月 

平成19年
3月 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当ありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 27,371,605 同左 福岡証券取引所 ― 

計 27,371,605 同左 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

― 27,371 ― 2,500,000 ― 1,203,777



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

（注） 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は次のとおりです。 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 2,113千株 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

（注）１．上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権8個)含まれております。 

２．「単元未満株式」には、当行保有の自己株式379株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社 福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 2,515 9.19 

日本トラスティ・サービス 
信託銀行 株式会社（信託口4） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,113 7.71

株式会社 宮崎太陽銀行 宮崎市広島二丁目１番31号 1,340 4.89 

株式会社 西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 1,324 4.83 

株式会社 豊和銀行 大分市王子中町４番10号 1,085 3.96 

福岡中央銀行行員持株会 福岡市中央区大名二丁目12番１号 1,034 3.77 

株式会社 親和銀行 佐世保市島瀬町10番12号 987 3.60 

株式会社 みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 864 3.15

共栄火災海上保険 株式会社 東京都港区新橋一丁目18番６号 860 3.14 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 833 3.04

計 ― 12,958 47.34 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   100,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

26,815,000 
26,815 ― 

単元未満株式 
普通株式 

456,605 
― 一単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 27,371,605 ― ― 

総株主の議決権 ― 26,815 ― 



② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

(1) 新任役員 

該当ありません。 

  

(2) 退任役員 

該当ありません。 

  

(3) 役職の異動 

該当ありません。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社福岡中央銀行 

福岡市中央区大名 
二丁目12番１号 

100,000 ― 100,000 0.37

計 ― 100,000  ― 100,000 0.37 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 490 490 480 480 470 468 

最低(円) 470 460 455 465 455 451 



第５ 【経理の状況】 

１．当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の

分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

 なお、前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）は改正前の中間財務諸表等規則及び銀行法施

行規則に基づき作成し、当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）は改正後の中間財務諸表等規

則及び銀行法施行規則に基づいて作成しております。 

  

２．当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)は、中間株主資本等変動計算書の作成初年度であるた

め、前中間会計期間との対比は行っておりません。 

  

３．前中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)及び当中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18

年９月30日)の中間財務諸表は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法人の監査証明を受けておりま

す。 

  

 ４．当行は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当ありません。 

  

(2) 【その他】 

該当ありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

現金預け金 ※６ 9,693 2.42 9,551 2.44 22,968 5.86 

コールローン   27,600 6.88 12,500 3.19 ― ― 

買入金銭債権   238 0.06 158 0.04 198 0.05 

商品有価証券   283 0.07 182 0.05 257 0.07 

金銭の信託   150 0.04 ― ― ― ― 

有価証券 ※６ 68,334 17.02 70,601 18.04 70,844 18.07 

貸出金 
※1, 
2,3, 
4,5,7 

284,071 70.76 287,909 73.56 287,571 73.35

外国為替 ※５ 88 0.02 45 0.01 61 0.01 

その他資産 ※６ 1,121 0.28 1,010 0.26 1,199 0.31 

動産不動産 
※
6,8, 
9,10 

12,052 3.00 ― ― 11,989 3.06

      

有形固定資産 
※
8, 
9,10 

― ― 11,718 3.00 ― ―

無形固定資産   ― ― 262 0.07 ― ― 

繰延税金資産   575 0.14 598 0.15 501 0.13 

支払承諾見返   815 0.20 554 0.14 726 0.18 

貸倒引当金   △3,572 △0.89 △3,710 △0.95 △4,290 △1.09 

資産の部合計   401,452 100.00 391,383 100.00 392,029 100.00 

    



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

預金 ※６ 365,426 91.03 360,482 92.11 362,610 92.50 

譲渡性預金   2,197 0.55 3,305 0.85 1,000 0.26 

売渡手形 ※６ 6,400 1.59 ― ― ― ― 

外国為替   0 0.00 ― ― 0 0.00 

その他負債   1,736 0.43 1,616 0.41 2,052 0.52 

退職給付引当金   1,471 0.37 1,263 0.32 1,443 0.37 

再評価に係る繰延税金負債 ※10 2,662 0.66 2,674 0.68 2,696 0.69 

支払承諾   815 0.20 554 0.14 726 0.18 

負債の部合計   380,711 94.83 369,897 94.51 370,531 94.52 

(資本の部)               

資本金   2,500 0.62 ― ― 2,500 0.64 

資本剰余金   1,203 0.30 ― ― 1,203 0.31 

資本準備金   1,203   ―   1,203   

利益剰余金   11,034 2.75 ― ― 11,300 2.88 

利益準備金   1,396   ―   1,396   

任意積立金   9,076   ―   9,076   

中間(当期)未処分利益   562   ―   828   

土地再評価差額金 ※10 3,920 0.98 ― ― 3,886 0.99 

その他有価証券評価差額金   2,125 0.53 ― ― 2,651 0.67 

自己株式   △43 △0.01 ― ― △44 △0.01 

資本の部合計   20,740 5.17 ― ― 21,497 5.48 

負債及び資本の部合計   401,452 100.00 ― ― 392,029 100.00 

    



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

資本金   ― ― 2,500 0.64 ― ― 

資本剰余金   ― ― 1,203 0.30 ― ― 

資本準備金   ―   1,203   ―   

利益剰余金   ― ― 11,893 3.04 ― ― 

利益準備金   ―   1,396   ―   

その他利益剰余金   ―   10,496   ―   

 固定資産圧縮積立金   ―   497   ―   

 別途積立金   ―   9,075   ―   

 繰越利益剰余金   ―   924   ―   

自己株式   ― ― △49 △0.01 ― ― 

株主資本合計   ― ― 15,547 3.97 ― ― 

その他有価証券評価差額金 ― ― 2,086 0.53 ― ―

土地再評価差額金 ※10 ― ― 3,852 0.99 ― ― 

評価・換算差額等合計 ― ― 5,938 1.52 ― ―

純資産の部合計   ― ― 21,486 5.49 ― ― 

負債及び純資産の部合計   ― ― 391,383 100.00 ― ― 

     



② 【中間損益計算書】 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

経常収益   5,032 100.00 4,910 100.00 10,440 100.00 

資金運用収益   4,348   4,470   8,777   

(うち貸出金利息)   (3,885)   (3,915)   (7,800)   

(うち有価証券利息配当金)   (455)   (542)   (964)   

役務取引等収益   351   373   710   

その他業務収益   7   4   12   

その他経常収益   325   61   939   

経常費用   4,533 90.08 4,056 82.62 9,393 89.97 

資金調達費用   178   153   318   

(うち預金利息)   (177)   (152)   (316)   

役務取引等費用   360   369   731   

その他業務費用   1   ―   2   

営業経費 ※１ 3,219   3,126   6,298   

その他経常費用 ※２ 773   407   2,042   

経常利益   499 9.92 853 17.38 1,047 10.03 

特別利益 ※３ 4 0.08 151 3.08 4 0.05 

特別損失 ※４ 20 0.40 35 0.71 28 0.27 

税引前中間(当期)純利益   482 9.60 969 19.75 1,023 9.81 

法人税、住民税及び事業税   269 5.36 340 6.93 759 7.28 

法人税等還付金   ― ― △275 △5.62 ― ― 

法人税等調整額   △91 △1.82 264 5.38 △375 △3.59 

中間(当期)純利益   304 6.06 641 13.06 639 6.12 

前期繰越利益   249   ―   249   

土地再評価差額金取崩額   8   ―   8   

中間配当額   ―   ―   68   

中間(当期)未処分利益   562   ―   828   

    



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

  

株主資本

資本金 
資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 

平成18年３月31日残高(百万円) 2,500 1,203 1,396 

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当(注)   

 役員賞与(注)   

 中間純利益   

 自己株式の取得   

 自己株式の処分   

 土地再評価差額金の取崩   

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)   

 別途積立金の積立(注)   
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)   

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 2,500 1,203 1,396 

  

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金
利益剰余金
合計  固定資産 

 圧縮積立金 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 501 8,575 828 11,300 △44 14,960 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当(注)   △68 △68   △68 

 役員賞与(注)   △14 △14   △14 

 中間純利益   641 641   641 

 自己株式の取得   △5 △5 

 自己株式の処分   △0 △0 0 0 

 土地再評価差額金の取崩   33 33   33 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注) △4 4     

 別途積立金の積立(注)   500 △500     
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)       

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △4 500 96 592 △5 587 

平成18年９月30日残高(百万円) 497 9,075 924 11,893 △49 15,547 

  
評価・換算差額等

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 2,651 3,886 6,537 21,497 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当(注)  △68 

 役員賞与(注)  △14 

 中間純利益  641 

 自己株式の取得  △5 

 自己株式の処分  0 

 土地再評価差額金の取崩  33 

 固定資産圧縮積立金の取崩(注)    

 別途積立金の積立(注)    
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △565 △33 △599 △599 

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △565 △33 △599 △11 

平成18年９月30日残高(百万円) 2,086 3,852 5,938 21,486 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純利益   482 969 1,023 

減価償却費   169 175 354 

減損損失   14 ― 14 

貸倒引当金の増加額   267 △579 984 

退職給付引当金の増加額   △36 △179 △64 

資金運用収益   △4,348 △4,470 △8,777 

資金調達費用   178 153 318 

有価証券関係損益(△)   △130 388 △714 

金銭の信託の運用損益(△)   △0 ― △0 

為替差損益(△)   2 1 2 

動産不動産処分損益(△)   6 ― 14 

固定資産処分損益(△)   ― 35 ― 

貸出金の純増(△)減   △2,953 △338 △6,453 

預金の純増減(△)   11,788 △2,127 8,972 

譲渡性預金の純増減(△)   2,197 2,305 1,000 

預け金(預け入期間3ヶ月超) 
の純増(△)減 

△2,100 △501 299 

コールローン等の純増(△)減   △27,564 △12,459 75 

コールマネー等の純増減(△)   6,200 ― △200 

外国為替(資産)の純増(△)減   11 15 39 

外国為替(負債)の純増減(△)   △0 △0 0 

資金運用による収入   4,383 4,489 8,712 

資金調達による支出   △250 △132 △572 

その他   △80 146 △32 

小計   △11,762 △12,110 4,997 

法人税等の還付額   ― 275 ― 

法人税等の支払額   △32 △765 △55 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△11,794 △12,599 4,942 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)



  

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有価証券の取得による支出   △8,348 △3,498 △15,994 

有価証券の売却による収入   2,526 41 4,485 

有価証券の償還による収入   3,176 2,361 7,819 

金銭の信託の減少による収入   ― ― 150 

投資活動としての資金運用 
による収入 

0 ― 0 

動産不動産の取得による支出   △119 ― △220 

有形固定資産の取得 
による支出 

  ― △77 ― 

無形固定資産の取得 
による支出 

  ― △104 ― 

動産不動産の売却による収入   3 ― 5 

有形固定資産の売却 
による収入 

  ― 32 ― 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△2,761 △1,244 △3,754 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

配当金支払額   △68 △68 △136 

自己株式の取得による支出   △2 △5 △3 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△70 △73 △139 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

△2 △1 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減（△）額 

△14,629 △13,918 1,045 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

21,193 22,238 21,193 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

6,563 8,319 22,238 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．商 品 有

価 証 券 の

評 価 基 準

及 び 評 価

方法 

 商品有価証券の評価は、時

価法(売却原価は移動平均法に

より算定)により行っておりま

す。 

同 左 同 左 

２．有 価 証

券 の 評 価

基 準 及 び

評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期

保有目的の債券については

移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価

証券のうち時価のある株式

については中間期末月１ヵ

月平均の市場価格等に基づ

く時価法(売却原価は移動平

均法により算定)、債券につ

いては中間決算日の市場価

格等に基づく時価法(売却原

価は移動平均法により算

定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原

価法又は償却原価法により

行っております。 

  なお、その他有価証券の

評価差額については、全部

資本直入法により処理して

おります。 

(1) 有価証券の評価は、満期

保有目的の債券については

移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価

証券のうち時価のある株式

については中間期末月１ヵ

月平均の市場価格等に基づ

く時価法(売却原価は移動平

均法により算定)、債券につ

いては中間決算日の市場価

格等に基づく時価法(売却原

価は移動平均法により算

定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原

価法又は償却原価法により

行っております。 

  なお、その他有価証券の

評価差額については、全部

純資産直入法により処理し

ております。  

   

(1) 有価証券の評価は、満期

保有目的の債券については

移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価

証券のうち時価のある株式

については決算期末月１ヵ

月平均の市場価格等に基づ

く時価法(売却原価は移動平

均法により算定)、債券につ

いては決算日の市場価格等

に基づく時価法(売却原価は

移動平均法により算定)、時

価のないものについては、

移動平均法による原価法又

は償却原価法により行って

おります。 

  なお、その他有価証券の

評価差額については、全部

資本直入法により処理して

おります。 

  (2) 有価証券運用を主目的と

する単独運用の金銭の信託

において信託財産として運

用されている有価証券の評

価は、時価法により行って

おります。 

(2)   ――――――― (2)   ――――――― 

３．デ リ バ

テ ィ ブ 取

引 の 評 価

基 準 及 び

評価方法 

 デリバティブ取引の評価

は、時価法により行っており

ます。 

同 左 同 左 

４．固 定 資

産 の 減 価

償 却 の 方

法 

(1) 動産不動産 

  動産不動産は、定率法を

採用し、年間減価償却費見

積額を期間により按分し計

上しております。 

  なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物：６年～50年 

 動産：３年～20年 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産は、定率法

を採用し、年間減価償却費

見積額を期間により按分し

計上しております。 

  なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物：６年～50年 

動産：３年～20年 

(1) 動産不動産 

  動産不動産は、定率法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物：６年～50年 

 動産：３年～20年 

  

  (2) ソフトウェア 

  自社利用のソフトウェア

については、行内における

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法により償却してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

   無形固定資産の減価償却

は、定額法により償却して

おります。なお、自社利用

のソフトウェアについて

は、行内における利用可能

期間(５年)に基づいて償却

しております。 

(2) ソフトウェア 

  自社利用のソフトウェア

については、行内における

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法により償却してお

ります。 



  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５．引 当 金

の 計 上 基

準 

(1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、予め定め

ている償却・引当基準に則

り、次のとおり計上してお

ります。 

  「銀行等金融機関の資産

の自己査定に係る内部統制

の検証並びに貸倒償却及び

貸倒引当金の監査に関する

実務指針」(日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会

報告第４号)に規定する正常

先債権及び要注意先債権に

相当する債権については、

一定の種類毎に分類し、過

去の一定期間における各々

の貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき引き当

てております。破綻懸念先

債権に相当する債権につい

ては、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除

し、その残額のうち必要と

認める額を引き当てており

ます。破綻先債権及び実質

破綻先債権に相当する債権

については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額

を控除した残額を引き当て

ております。 

  すべての債権は、資産の

自己査定基準に基づき、営

業関連部署の協力の下に資

産査定部署が資産査定を実

施しており、その査定結果

により上記の引当を行って

おります。 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定め

ている償却・引当基準に則

り、次のとおり計上してお

ります。 

「銀行等金融機関の資産

の自己査定に係る内部統制

の検証並びに貸倒償却及び

貸倒引当金の監査に関する

実務指針」(日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会

報告第４号)に規定する正常

先債権及び要注意先債権に

相当する債権については、

一定の種類毎に分類し、過

去の一定期間における各々

の貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき引き当

てております。破綻懸念先

債権に相当する債権につい

ては、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除

し、その残額のうち必要と

認める額を引き当てており

ます。破綻先債権及び実質

破綻先債権に相当する債権

については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額

を控除した残額を引き当て

ております。 

破綻懸念先及び貸出条件

緩和債権等を有する債務者

で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元

本の回収及び利息の受取り

に係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることが

できる債権については、当

該キャッシュ・フローを貸

出条件緩和実施前の約定利

子率で割引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法(キャッシ

ュ・フロー見積法)により引

き当てております。 

すべての債権は、資産の

自己査定基準に基づき、営

業関連部署の協力の下に資

産査定部署が資産査定を実

施しており、その査定結果

により上記の引当を行って

おります。 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定め

ている償却・引当基準に則

り、次のとおり計上してお

ります。 

「銀行等金融機関の資産

の自己査定に係る内部統制

の検証並びに貸倒償却及び

貸倒引当金の監査に関する

実務指針」(日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会

報告第４号)に規定する正常

先債権及び要注意先債権に

相当する債権については、

一定の種類毎に分類し、過

去の一定期間における各々

の貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき引き当

てております。破綻懸念先

債権に相当する債権につい

ては、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除

し、その残額のうち必要と

認める額を引き当てており

ます。破綻先債権及び実質

破綻先債権に相当する債権

については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額

を控除した残額を引き当て

ております。 

破綻懸念先及び貸出条件

緩和債権等を有する債務者

で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元

本の回収及び利息の受取り

に係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることが

できる債権については、当

該キャッシュ・フローを貸

出条件緩和実施前の約定利

子率で割引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法(キャッシ

ュ・フロー見積法)により引

き当てております。 

すべての債権は、資産の

自己査定基準に基づき、営

業関連部署の協力の下に資

産査定部署が資産査定を実

施しており、その査定結果

により上記の引当を行って

おります。 

なお、当事業年度より上

記キャッシュ・フロー見積

法を適用したことに伴い、

税引前当期純利益は従来の

方法によった場合に比べ106

百万円減少しております。 



  
  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員

の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。

また、過去勤務債務及び数理

計算上の差異の費用処理方法

は以下のとおりであります。 

過去勤務債務:その発生年度

の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数(５

年)による定額法により損

益処理 

数理計算上の差異:各発生年

度の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数(５

年)による定額法により按

分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から損益

処理 

(2) 退職給付引当金 

同 左 

  

(2) 退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員

の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、必要額を計上してお

ります。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用

処理方法は以下のとおりであ

ります。 

過去勤務債務:その発生年度

の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数(５

年)による定額法により損

益処理 

数理計算上の差異:各発生年

度の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数(５

年)による定額法により按

分した額を、それぞれ発

生の翌事業年度から損益

処理 

  

６．外貨建資

産及び負債

の本邦通貨

への換算基

準 

 外貨建資産・負債について

は、中間決算日の為替相場に

よる円換算額を付しておりま

す。 

同 左 外貨建資産・負債について

は、決算日の為替相場による

円換算額を付しております。 

７．リ ー ス

取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に準じた会計処理によ

っております。 

同 左 同 左 



  

  
  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

８. ヘッジ会

計の方法 

外貨建金融資産・負債から

生じる為替変動リスクに対す

るヘッジ会計の方法は、「銀

行業における外貨建取引等の

会計処理に関する会計上及び

監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会

報告第25号）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘ

ッジ有効性評価の方法につい

ては、外貨建金銭債権債務等

の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引

及び為替スワップ取引等をヘ

ッジ手段とし、ヘッジ対象で

ある外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジ

ション相当額が存在すること

を確認することによりヘッジ

の有効性を評価しておりま

す。 

同 左     同 左 

９．消費税等

の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

同 左 同 左 

10．(中間)キ

ャッシュ・

フロー計算

書における

資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲は、

中間貸借対照表上の「現金預

け金」のうち現金及び預入期

間が３ヵ月以内の預け金であ

ります。 

同 左  キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲は、貸借

対照表上の「現金預け金」の

うち現金及び預入期間が３ヵ

月以内の預け金であります。 



  
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基

準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会平成14年８月９日)）及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号平成15年10月31日)を当中

間会計期間から適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益

は14百万円減少しております。 

 なお、銀行業においては、「銀

行法施行規則」(昭和57年大蔵省令

第10号)に基づき減価償却累計額を

直接控除により表示しているた

め、減損損失累計額につきまして

は、各資産の金額から直接控除し

ております。 

――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日)を当中間会計期間か

ら適用しております。 

当中間会計期間末における従来

の「資本の部」に相当する金額

は、「純資産の部」の合計と同額

であります。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則及び

銀行法施行規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則及び銀

行法施行規則により作成しており

ます。 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準） 

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計基

準第１号平成14年２月21日)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第２号平成14年

２月21日)が平成17年12月27日付及

び平成18年８月11日付で一部改正さ

れ、会社法の定めが適用される処理

に関して適用されることになったこ

とに伴い、当中間会計期間から同会

計基準および適用指針を適用してお

ります。これによる中間貸借対照表

等に与える影響は軽微であります。 

（固定資産の減損に係る会計基

準） 

 固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会平成14年８月９日)）及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号平成15年10月31日)を当事

業年度から適用しております。こ

れにより税引前当期純利益は14百

万円減少しております。 

 なお、銀行業においては、「銀

行法施行規則」(昭和57年大蔵省令

第10号)に基づき減価償却累計額を

直接控除により表示しているた

め、減損損失累計額につきまして

は、各資産の金額から直接控除し

ております。 



  
表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――――― 「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙

様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府

令」(内閣府令第60号平成18年４月28日)により改正さ

れ、平成18年４月１日以後開始される事業年度から適

用されることになったこと等に伴い、当中間会計期間

から下記のとおり表示を変更しております。 

(中間貸借対照表関係) 

(1) 「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立

金」及び「中間未処分利益」は、「その他利益剰余

金」の「固定資産圧縮積立金」、「別途積立金」及

び「繰越利益剰余金」として表示しております。 

(2) 純額で繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ利益)とし

て「その他資産」(又は「その他負債」)に含めて計

上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、

税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘ

ッジ損益」として相殺表示することとなりました

が、当中間会計期間は該当ありません。 

(3) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固

定資産」又は「その他資産」に区分して表示してお

ります。 

(4) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェ

アは、「無形固定資産」に含めて表示しておりま

す。 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

「動産不動産処分損益(△)」は、中間貸借対照表

の「動産不動産」が「有形固定資産」、「無形固定

資産」等に区分されたことに伴い、「固定資産処分

損益(△)」等として表示しております。 

また、「動産不動産の取得による支出」は「有形

固定資産の取得による支出」等として、「動産不動

産の売却による収入」は、「有形固定資産の売却に

よる収入」等として表示しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１．貸出金のうち、破綻先債権額

は577百万円、延滞債権額は

8,745百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸出金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸出金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸出金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。 

※１．貸出金のうち、破綻先債権額

は864百万円、延滞債権額は

8,283百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸出金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸出金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸出金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。 

※１．貸出金のうち、破綻先債権額

は512百万円、延滞債権額は

9,053百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸出金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸出金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸出金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。 

※２．貸出金のうち、３ヵ月以上延

滞債権額は該当ありません。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

※２．貸出金のうち、３ヵ月以上延

滞債権額は該当ありません。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

※２．貸出金のうち、３ヵ月以上延

滞債権額は該当ありません。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸出金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

※３．貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は3,280百万円でありま

す。 

   なお、貸出条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３ヵ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

※３．貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は4,457百万円でありま

す。 

   なお、貸出条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３ヵ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

※３．貸出金のうち、貸出条件緩和

債権額は4,691百万円でありま

す。 

   なお、貸出条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸出金で破綻先債権、延滞

債権及び３ヵ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 



  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※４．破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は

12,603百万円であります。 

   なお、上記１．から４．に掲

げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額であります。 

※４．破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は

13,604百万円であります。 

   なお、上記１．から４．に掲

げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額であります。 

※４．破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸出

条件緩和債権額の合計額は

14,257百万円であります。 

   なお、上記１．から４．に掲

げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額であります。 

※５．手形割引は、「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第24号)に基づき

金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた商業

手形、買入外国為替は、売却又

は(再)担保という方法で自由に

処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、12,771

百万円であります。 

※５．手形割引は、「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第24号)に基づき

金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた商業

手形、買入外国為替は、売却又

は(再)担保という方法で自由に

処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、13,172

百万円であります。 

※５．手形割引は、「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第24号)に基づき

金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた商業

手形、買入外国為替は、売却又

は(再)担保という方法で自由に

処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、13,405

百万円であります。 

※６．担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  担保に供している資産 

  担保資産に対応する債務 

   上記のほか、為替決済、当座

借越等の取引の担保として、有

価証券14,052百万円を差し入れ

ております。 

   また、動産不動産のうち保証

金権利金は148百万円でありま

す。 

なお、手形の再割引は、「銀行

業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第24号)に基づき

金融取引として処理しております

が、これにより引き渡した商業手

形及び買入外国為替はありませ

ん。 

有価証券 6,599百万円 

預け金 4百万円 

預金 475百万円 

売渡手形 6,400百万円 

※６．担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  担保に供している資産 

  担保資産に対応する債務 

   上記のほか、為替決済、当座

借越等の取引の担保として、有

価証券11,754百万円を差し入れ

ております。 

   また、その他資産のうち保証

金は4百万円であります。 

なお、手形の再割引は、「銀

行業における金融商品会計基準

適用に関する会計上及び監査上

の取扱い」(日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第24号)に

基づき金融取引として処理して

おりますが、これにより引き渡

した商業手形及び買入外国為替

はありません。 

有価証券 196百万円 

預け金 4百万円 

預金 305百万円 

※６．担保に供している資産は次の

とおりであります。 

  担保に供している資産 

  担保資産に対応する債務 

   上記のほか、為替決済、当座

借越等の取引の担保として、有

価証券21,350百万円を差し入れ

ております。 

また、動産不動産のうち保証

金権利金は146百万円でありま

す。 

なお、手形の再割引は、「銀行

業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第24号)に基づき

金融取引として処理しております

が、これにより引き渡した商業手

形及び買入外国為替はありませ

ん。 

有価証券 206百万円 

預け金 2百万円 

預金 436百万円 



  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※７．当座貸越契約及び貸付金に係

るコミットメントライン契約

は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を

貸付けることを約する契約であ

ります。これらの契約に係る融

資未実行残高は、23,831百万円

であります。このうち原契約期

間が１年以内のものが18,717百

万円あります。 

   なお、これらの契約の多く

は、融資実行されずに終了する

ものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行の将

来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融

情勢の変化、債権の保全及びそ

の他相当の事由があるときは、

当行が実行申し込みを受けた融

資の拒絶又は契約極度額の減額

をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契

約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求す

るほか、契約後も定期的に予め

定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

※７．当座貸越契約及び貸付金に係

るコミットメントライン契約

は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を

貸付けることを約する契約であ

ります。これらの契約に係る融

資未実行残高は、21,434百万円

であります。このうち原契約期

間が１年以内のものが16,489百

万円あります。 

   なお、これらの契約の多く

は、融資実行されずに終了する

ものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行の将

来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融

情勢の変化、債権の保全及びそ

の他相当の事由があるときは、

当行が実行申し込みを受けた融

資の拒絶又は契約極度額の減額

をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契

約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求す

るほか、契約後も定期的に予め

定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

※７．当座貸越契約及び貸付金に係

るコミットメントライン契約

は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を

貸付けることを約する契約であ

ります。これらの契約に係る融

資未実行残高は、23,275百万円

であります。このうち原契約期

間が１年以内のものが18,267百

万円あります。 

   なお、これらの契約の多く

は、融資実行されずに終了する

ものであるため、融資未実行残

高そのものが必ずしも当行の将

来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融

情勢の変化、債権の保全及びそ

の他相当の事由があるときは、

当行が実行申し込みを受けた融

資の拒絶又は契約極度額の減額

をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契

約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求す

るほか、契約後も定期的に予め

定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

※８．動産不動産の減価償却累計額 

4,976百万円 

※８．有形固定資産の減価償却累計

額 

5,121百万円 

※８．動産不動産の減価償却累計額 

5,044百万円 

※９．動産不動産の圧縮記帳額 

165百万円 

(当中間期圧縮記帳額―百万円) 

※９．有形固定資産の圧縮記帳額 

165百万円 

(当中間期圧縮記帳額―百万円) 

※９．動産不動産の圧縮記帳額 

165百万円 

(当事業年度圧縮記帳額―百万円) 



  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※10．土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として資

本の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日 

    平成10年３月31日 

※10．土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

   再評価を行った年月日 

    平成10年３月31日 

※10．土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用土地の

再評価を行い、評価差額につい

ては、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

   再評価を行った年月日 

    平成10年３月31日 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律

施行令(平成10年３月31日公

布政令第119号)第２条第４号

に定める当該事業用土地につ

いて地価税法(平成３年法律

第69号)第16号に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定する

ために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価

額に合理的な調整を行って算

定する方法に基づいて算出し

ております。 

    同法律第10条に定める再評

価を行った事業用土地の当中

間会計期間末における時価の

合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額と

の差額 

4,035百万円 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律

施行令(平成10年３月31日公

布政令第119号)第２条第４号

に定める当該事業用土地につ

いて地価税法(平成３年法律

第69号)第16号に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定する

ために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価

額に合理的な調整を行って算

定する方法に基づいて算出し

ております。 

    同法律第10条に定める再評

価を行った事業用土地の当中

間会計期間末における時価の

合計額と当該事業用土地の再

評価後の帳簿価額の合計額と

の差額 

4,009百万円 

   同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律

施行令(平成10年３月31日公

布政令第119号)第２条第４号

に定める当該事業用土地につ

いて地価税法(平成３年法律

第69号)第16号に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価額を算定する

ために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価

額に合理的な調整を行って算

定する方法に基づいて算出し

ております。 

    同法律第10条に定める再評

価を行った事業用土地の当事

業年度末における時価の合計

額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差

額 

4,035百万円 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１．減価償却実施額は下記のとお
りであります。 
建物・動産 137百万円 
その他 31百万円 

※１．減価償却実施額は下記のとお
りであります。 
建物・動産 134百万円
その他 40百万円

※１．減価償却実施額は下記のとお
りであります。 
建物・動産 291百万円 
その他 63百万円 

※２．その他経常費用には、貸出金
償却０百万円、貸倒引当金繰入
額581百万円、株式等償却81百
万円を含んでおります。 

※２．その他経常費用には、債権売
却損23百万円及び株式等償却
373百万円を含んでおります。 

※２．その他経常費用には、貸出金
償却１百万円、貸倒引当金繰入
額1,814百万円及び株式等売却
損４百万円を含んでおります。 

※３．    ―― ※３．特別利益には、貸倒引当金
戻入151百万円を計上しており
ます。  

※３．    ―― 

※４．当中間会計期間において、
以下の資産について、継続的
な地価の下落により投資額の
回収が見込めなくなったこと
に伴い、減損損失を計上して
おります。 

  

  
稼動資産のグルーピングの
単位は営業店とし、出張所は
母店と同一グループとしてお
ります。また、遊休資産につ
いてはそれぞれを単独の単位
としております。 
当中間会計期間の減損損失

の測定に使用した回収可能価

額は、正味売却価額によって

おり、「不動産鑑定評価額」

又は「地価税法第16条に規定

する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算

定するために国税庁長官が定

めて公表した方法により算定

した価額」より処分費用見込

額を控除して算定しておりま

す。 

地域 福岡県 

主な用途 遊休資産1ヵ所 

種類 土地建物 

減損損失額 14百万円 

  ※４．当事業年度において、以下の
資産について、継続的な地価
の下落により投資額の回収が
見込めなくなったことに伴
い、減損損失を計上しており
ます。 

  

  
稼動資産のグルーピングの
単位は営業店とし、出張所は
母店と同一グループとしてお
ります。また、遊休資産につ
いてはそれぞれを単独の単位
としております。 
当事業年度の減損損失の測

定に使用した回収可能価額

は、正味売却価額によってお

り、「不動産鑑定評価額」又

は「地価税法第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定め

て公表した方法により算定し

た価額」より処分費用見込額

を控除して算定しておりま

す。  

地域 福岡県 

主な用途 遊休資産1ヵ所 

種類 土地建物 

減損損失額 14百万円 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項     (単位:千株) 

(注) 自己株式の増加及び減少は、それぞれ単元未満株式の買取及び買増請求によるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

  

   基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  前事業年度末 
株式数 

当中間会計期間
増加株式数 

当中間会計期間
減少株式数 

当中間会計期間末
株式数 

摘要 

発行済株式      

 普通株式 27,371 ― ― 27,371  

合 計 27,371 ― ― 27,371  

自己株式      

 普通株式 89 11 0 100 (注) 

合 計 89 11 0 100  

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たりの金額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 68 2.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
の金額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月24日 
取締役会 

普通株式 68 
その他
利益剰余金 

2.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(単位：百万円) 

平成17年９月30日現在 

現金預け金勘定 9,693

定期預け金 

(預入期間３ヵ月超) 
△3,129

現金及び現金同等物 6,563

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(単位：百万円) 

平成18年９月30日現在 

現金預け金勘定 9,551

定期預け金 

(預入期間３ヵ月超) 
△1,231

現金及び現金同等物 8,319

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(単位：百万円) 

平成18年３月31日現在 

現金預け金勘定 22,968

定期預け金 

(預入期間３ヵ月超) 
△729

現金及び現金同等物 22,238



(リース取引関係) 

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

・リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間会計期

間末残高相当額 

・リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間会計期

間末残高相当額 

・リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

取得価額相当額 

減価償却累計額相当額 

減損損失累計額相当額 

中間会計期間末残高相当額 

動産 491百万円

合計 491百万円

動産 352百万円

合計 352百万円

動産 ―百万円

合計 ―百万円

動産 139百万円

合計 139百万円

取得価額相当額

減価償却累計額相当額 

減損損失累計額相当額 

中間会計期間末残高相当額 

動産 403百万円

合計 403百万円

動産 345百万円

合計 345百万円

動産 ―百万円

合計 ―百万円

動産 58百万円

合計 58百万円

取得価額相当額

減価償却累計額相当額 

減損損失累計額相当額 

期末残高相当額 

動産 495百万円

合計 495百万円

動産 400百万円

合計 400百万円

動産 ―百万円

合計 ―百万円

動産 94百万円

合計 94百万円

・未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年内 89百万円

１年超 59百万円

合計 149百万円

・未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年内 41百万円

１年超 21百万円

合計 63百万円

・未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 64百万円

１年超 37百万円

合計 102百万円

・リース資産減損勘定の中間会計

期間末残高     ―百万円 

・リース資産減損勘定の中間会計

期間末残高      ―百万円 

・リース資産減損勘定の期末残高 

            ―百万

円   

・当中間会計期間の支払リース

料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

支払リース料 52百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
―百万円

減価償却費相当額 49百万円

支払利息相当額 2百万円

減損損失 ―百万円

・当中間会計期間の支払リース

料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

支払リース料 38百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
―百万円

減価償却費相当額 36百万円

支払利息相当額 1百万円

減損損失 ―百万円

・当期の支払リース料、リース資

産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

支払リース料 103百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
―百万円

減価償却費相当額 97百万円

支払利息相当額 4百万円

減損損失 ―百万円

・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 



(有価証券関係) 

※１．中間貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 

※２．「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」は、該当ありません。 

  

Ⅰ 前中間会計期間末 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 
  

(注) １．時価は、当中間会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの(平成17年９月30日現在) 
  

(注) １．中間貸借対照表計上額は、株式については当中間会計期間末前１ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、

また、それ以外については、当中間会計期間末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものでありま

す。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について81百万円減損処理を行っております。 

有価証券の減損処理については、中間決算時の時価の下落率が簿価の30％以上であるものを対象としております。時価の

下落率が簿価の50％以上である場合は、時価が「著しく下落した」ときに該当することとして減損処理を行っております。

また、時価の下落率が30％以上50％未満である場合は回復可能性の判定を行い、減損処理を行っております。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額(平成17年９月30日現在) 
  

  

  
中間貸借対照 
表計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

その他 5,000 4,831 △168 ― 168 

  取得原価(百万円) 
中間貸借対照 
表計上額(百万円) 

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 7,617 10,511 2,893 3,118 225 

債券 47,926 48,108 182 352 170 

国債 24,225 24,324 98 165 66 

地方債 10,508 10,494 △13 68 82 

社債 13,192 13,289 97 118 21 

その他 3,512 4,004 492 492 ― 

合計 59,056 62,624 3,568 3,963 395 

  金額(百万円) 

満期保有目的の債券 ― 

その他有価証券   

非上場株式 699 

第一優先出資証券 10 



Ⅱ 当中間会計期間末 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年９月30日現在) 
  

(注) 時価は、当中間会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの(平成18年９月30日現在) 
  

(注) １．中間貸借対照表計上額は、株式については当中間会計期間末前１ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、

また、それ以外については、当中間会計期間末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものでありま

す。 

２．当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について373百万円減損処理を行っております。 

有価証券の減損処理については、中間決算時の時価の下落率が簿価の30％以上であるものを対象としております。時価の

下落率が簿価の50％以上である場合は、時価が「著しく下落した」ときに該当することとして減損処理を行っております。

また、時価の下落率が30％以上50％未満である場合は回復可能性の判定を行い、減損処理を行っております。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額(平成18年９月30日現在) 
  

  

  
中間貸借対照 
表計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

その他 5,000 4,953 △46 

  取得原価(百万円) 
中間貸借対照
表計上額(百万円) 

評価差額(百万円) 

株式 8,656 12,408 3,752 

債券 49,340 48,977 △362 

国債 24,347 24,185 △161 

地方債 13,090 12,928 △161 

社債 11,902 11,863 △39 

その他 3,357 3,469 112 

合計 61,353 64,855 3,502 

  金額(百万円) 

満期保有目的の債券 ― 

その他有価証券   

非上場株式 746 



Ⅲ 前事業年度末 

１．売買目的有価証券(平成18年３月31日現在) 

  

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 
  

(注) １．時価は、当事業年度末日における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 
  

(注) １．貸借対照表計上額は、株式については当事業年度末前１ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、そ

れ以外については、当事業年度末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理に該当するものはありませんでした。 

有価証券の減損処理については、決算時の時価の下落率が簿価の30％以上であるものを対象としております。時価の下落

率が簿価の50％以上である場合は、時価が「著しく下落した」ときに該当することとして減損処理を行っております。ま

た、時価の下落率が30％以上50％未満である場合は回復可能性の判定を行い、減損処理を行っております。 

  

４．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)  

該当ありません。 

  貸借対照表計上額(百万円)
当事業年度の損益に含まれた評価差額 

(百万円) 

売買目的有価証券 
(商品有価証券) 

257 △0

  
貸借対照 

表計上額(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

その他 5,000 4,958 △41 43 85 

  取得原価(百万円) 
貸借対照 

表計上額(百万円) 
評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 8,394 12,830 4,436 4,792 355 

債券 49,134 48,427 △706 59 766 

国債 24,375 24,040 △335 16 351 

地方債 12,130 11,868 △262 3 265 

社債 12,627 12,518 △109 39 148 

その他 3,164 3,886 722 722 0 

合計 60,693 65,145 4,451 5,574 1,122 



  
５．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

６．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 
  

  

７．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

  

８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 

(平成18年３月31日現在) 

  

  

  

次へ 

  売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

その他有価証券 4,485 776 6 

  金額(百万円) 

満期保有目的の債券 ―       

その他有価証券   

非上場株式 699 

  １年以内(百万円) 
１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超(百万円) 

債券 5,383 23,267 15,056 4,720 

国債 2,579 14,197 2,918 4,344 

地方債 430 3,621 7,815 ― 

社債 2,372 5,447 4,322 375 

その他 300 99 ― 5,000 

合計 5,683 23,366 15,056 9,720 



(金銭の信託関係) 

Ⅰ 前中間会計期間末 

１．満期保有目的の金銭の信託(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

２．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

Ⅱ 当中間会計期間末 

１．満期保有目的の金銭の信託(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

２．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

Ⅲ 前事業年度末 

１．運用目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

２．満期保有目的の金銭の信託(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

３．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  



 (その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前中間会計期間末 

○その他有価証券評価差額金(平成17年９月30日現在) 

中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 
  

  

Ⅱ 当中間会計期間末 

○その他有価証券評価差額金(平成18年９月30日現在) 

中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 
  

  

Ⅲ 前事業年度末 

○その他有価証券評価差額金(平成18年３月31日現在) 

貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。 
  

  
  

  金額(百万円) 

評価差額 3,568 

その他有価証券 3,568 

その他の金銭の信託 ― 

(△)繰延税金負債 1,442 

その他有価証券評価差額金 2,125 

  金額(百万円) 

評価差額 3,502 

その他有価証券 3,502 

その他の金銭の信託 ― 

(△)繰延税金負債 1,416 

その他有価証券評価差額金 2,086 

  金額(百万円) 

評価差額 4,451 

その他有価証券 4,451 

その他の金銭の信託 ― 

(△)繰延税金負債 1,800 

その他有価証券評価差額金 2,651 



 (デリバティブ取引関係) 

Ⅰ 前中間会計期間末 

(1) 金利関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(2) 通貨関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(3) 株式関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(4) 債券関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(5) 商品関連取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(6) クレジットデリバティブ取引(平成17年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

Ⅱ 当中間会計期間末 

(1) 金利関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(2) 通貨関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(3) 株式関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(4) 債券関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(5) 商品関連取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  

(6) クレジットデリバティブ取引(平成18年９月30日現在) 

該当ありません。 

  



Ⅲ 前事業年度末 

１．取引の状況に関する事項 

当行は、先物為替予約及び為替スワップ取引を行っております。 

先物為替予約及び為替スワップ取引は、顧客のニーズに応え為替変動リスクヘッジのために行っており、顧客の

実需取引に限定しております。 

また、リスク管理体制については、「市場関連リスク管理方針」、「市場関連リスク管理規定」に基づき、厳格

なリスク管理を行っております。 

なお、為替関係については、外為市場との直接取引は行っておらず、全て都市銀行等コルレス銀行への取次のみ

であるため、リスクはないと認識いたしております。 

  

    ２．取引の時価等に関する事項 

(1) 金利関連取引(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(2) 通貨関連取引(平成18年３月31日現在) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当ありません。 

  

(3) 株式関連取引(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(4) 債券関連取引(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(5) 商品関連取引(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(6) クレジットデリバティブ取引(平成18年３月31日現在) 

該当ありません。 

  

(持分法損益等) 

Ⅰ 前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

   当行は関連会社がないため、「持分法損益等」の該当はありません。 

  

Ⅱ 当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

   当行は関連会社がないため、「持分法損益等」の該当はありません。 

  

Ⅲ 前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

   当行は関連会社がないため、「持分法損益等」の該当はありません。 

  



 (１株当たり情報) 

  

(注) １．１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

  

２. 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。 

  

  

  

(重要な後発事象) 
該当ありません。 

  

前へ     

    
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 760.18 787.86 787.45 

１株当たり中間(当期)純利
益 

円 11.16 23.50 22.90

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり 
中間(当期)純利益 

      

中間(当期)純利益 百万円 304 641 639 

普通株主に帰属しない 
金額 

百万円 ― ― 14 

うち利益処分による 
役員賞与金 

百万円 ― ― 14 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

百万円 304 641 625 

普通株式の(中間)期中 
平均株式数 

千株 27,286 27,277 27,284 



(2) 【その他】 

中間配当 

平成18年11月24日開催の取締役会において、第86期の中間配当につき次のとおり決議しました。 

  

中間配当金額 68百万円

１株当たりの中間配当金 ２円50銭



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第85期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月29日 福岡財務支局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当ありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月19日

株式会社福岡中央銀行 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社福岡中央銀行の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第85期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社福岡中央銀行の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、この会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

新日本監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  行  正  晴  實  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  工  藤  雅  春  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月18日

株式会社福岡中央銀行 

取締役会 御中 

  

  

   

               

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社福岡中央銀行の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第86期事業年度の中間会計期間(平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社福岡中央銀行の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

新日本監査法人 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  喜 多 村  教 證  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  工  藤  雅  春  ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

  公認会計士  村  田  賢  治  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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